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売っちゃおうかな♪ 

                            

              

罪名：犯罪による収益の移転防止に関する法律違反 

２.出国後、時効は停止します！ 

  

 

時効については、出国と同時に停止され、再度 

本邦に入国後、罪に問われることがあります！ 

 

 

注意事項 

 
１.ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞ・口座を売買するのは犯罪です！ 

 

 
罰則 

1 年以下の懲役 or100 万円以下の罰金  

 

 

 

                      

 

1.                                 
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「もう使わないから…」といって、ｷｬｯｼｭｶｰﾄﾞを売ることは犯罪です！ 

 犯罪に巻き込まれないように気を付けましょう！ 

 

 

 

 

 

逮捕！ 

 

この口座にお金を振り込め！  

                                 ! 


